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連絡・調整

Ø 税制改正大綱とは、その時の政権与党が、翌年度以降の新しい税制改正や今後の検討事項をまとめた文書のこと

Ø 業界団体や各省庁が8月頃に各種要望をまとめ、その後税制調査会が議論を重ね、与党として12月に取りまとめる
のが恒例。翌年の通常国会での審議を経て、3月に法案が成立・公布され、法案に定められた日から施行される

【はじめに】税制改正大綱とは

【概要】

税制改正大綱とは、与党の税制調査会が中心となり翌年度以降の
税制改正の方針をまとめたもの
【社会への影響】

大綱決定で翌年度の国の税収見通しが分かり、国民の暮らしや消
費、投資、貯蓄、民間企業の事業計画などに大きな影響を与える

概要

イメージ

【ポイント】

• 憲法第84条には租税法律主義に関する規定が設けられていて、
それゆえ税制改正にあたっては、立法手続きが必要とされる
⇒国会での審議を経て法案が成立しないと税制改正に至らない

• 景気対策、雇用促進、環境対策、少子・高齢化対策、企業支援、
土地問題、財政健全化、災害対策など、その時々の最重要課題
に対処するため、毎年行われる
⇒時の政権が目指す方向が重視される＆毎年変わる為、情報の
アップデートが常に必要

税制改正に至るスケジュール

税制改正とは
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内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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税制改正項目一覧 1/2

課税種類 改正項目 改正内容 解説有

法人課税

特定生産性向上設備等投資促進税制の創設 創設 ①

戦略技術領域に係る研究開発税制の創設・拡充 創設・拡充

賃上げ促進税制の見直し（大企業向け措置の廃止等） 見直し ②

グループ通算制度における資産調整勘定対応金額などの加算措置見直し ↗

認定株式分配に係る課税の特例見直し 見直し

企業グループ間の取引に係る書類保存の特例創設 創設

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 ↘ ③

国際課税
グローバル・ミニマム課税（第2の柱）の明確化・見直し 見直し

外国子会社合算税制等の見直し 見直し

消費課税

プラットフォーム事業者を介した物品販売に係る納税義務の導入 導入

国際観光旅客税の税率引き上げ（1,000円→3,000円） ↗

自動車関係諸税の見直し（環境性能割の廃止等） 廃止・見直し

電気自動車等に対する車両重量に応じた課税の導入 導入

免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置 段階的に縮減 ④

インボイス制度導入に係る経過措置の見直し（3割特例等） 見直し・創設

少額輸入貨物（個人使用）に係る課税価格決定特例の廃止 廃止
内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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税制改正項目一覧 2/2

課税種類 改正項目 改正内容 解説

個人
所得課税

物価連動による基礎控除・給与所得控除の引き上げ ↗ ⑤

防衛特別所得税（仮称）の創設 創設 ⑥

ふるさと納税制度の健全な運用に向けた見直し 見直し

極めて高い水準の所得に対する負担措置見直し（ミニマムタックス） 引き上げ ⑦

NISA（つみたて投資枠）の対象年齢拡大および対象指数の追加 見直し ⑧

住宅ローン控除の延長および省エネ要件等の見直し 延長・見直し

暗号資産の分離課税化（20%）および繰越控除の創設 創設 ⑨

青色申告特別控除の控除額引き上げ（電子帳簿保存等） 引き上げ

資産課税

教育資金の一括贈与に係る非課税措置の終了（不延長） 終了

貸付用不動産および不動産小口化商品の評価方法の見直し 見直し ⑩

事業承継税制（法人版・個人版）の計画提出期限の延長 延長 ⑪

納税
環境整備

国税・地方税犯則調査手続等のデジタル化 見直し

特定電子移転財産権（デジタル資産）の徴収手続の整備 整備

ダイレクト納付の利便性向上 向上

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ø 青色申告法人が一定要件（詳細以下記載）を満たす特定生産性向上設備等を取得した場合、特別償却（即時償却）
又は税額控除（取得価格の4%又は7%）を選択適用できる制度が創設される

①【法人課税：創設】特定生産性向上設備等投資促進税制 1/2

【主旨・背景】

強い経済を実現するための対応として、国内における高付加価値化
型の設備投資を促進する観点から、全ての業種を対象とし、大規模
かつ高付加価値の投資を促進する

創設の背景 対応・ポイント

① 他の税制・補助金との併用について

本制度の投資計画期間中は、以下の税制との重複適用が
認められない
・地域未来投資促進税制（地域経済牽引事業）

・中小企業経営強化税制
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
一方で、100億円企業宣言における中小企業成長加速化補
助金と本税制の併用については要件を満たせば可能

※税制優遇の計算の基準となる金額は、圧縮記帳後の取
得価額に対して適用となる

② 手続きのタイミングと詳細の確認
・適用時期:
改正法の施行日（2026年4月以降の予定）から2030年3月
31日までに経済産業大臣の確認を受ける必要がある
・確認手続き
 「取得前」や「着工前」など、どの段階での確認が必要にな
るか、具体的なスケジュールを確認しておく必要がある

③ 賃貸用物件の適用可否

自己の事業の用に供する必要があるため、賃貸用物件の
投資は適用範囲外

制度概要イメージ

設備内容
建物、建物付属設備、

構築物
機械装置、ソフトウェア
工具器具備品

特別償却 取得価額×100%

税額控除 取得価額×4% 取得価額×7%

適用要件
① 2030年3月31日までに投資計画につき、経済産
業大臣から確認を受ける

② 確認後5年以内に取得等をし、事業の用に供す

投資計画の
適合基準

① 取得価額の合計額が5億円以上
（大企業は35億円以上）

※中小企業の定義は資本金1億円以下の企業
② 投資利益率が15%/年以上と見込める
その他一定の決められた要件を具備する事

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ø 各種税制との違いについては以下をご参照ください。

①【法人課税：創設】特定生産性向上設備等投資促進税制 2/2

特定生産性向上設備等投
資促進税制

中小企業
経営強化税制

中小企業
投資促進税制

主な目的
大規模・高付加価値な

投資促進
生産性・収益力の強化 汎用的な設備投資の支援

投資規模要件 中小企業：5億円～
大企業：35億円～

機械：160万円～
建物：1,000万円～等 機械：160万円～等

特別償却 即時償却 即時償却 特別償却（30％）

税額控除 税額控除（4%～7%） 税額控除（7％～10%） 税額控除（7%）

建物の対象 ○ △
※建物は特別償却（15%or25％）
又は税額控除（1%or2%）

✕

必要手続き
認定機関

投資計画の確認
経済産業大臣

経営力向上計画の認定
事業所管大臣

工業会証明書等
なし

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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②【法人課税：見直し】賃上げ税制の見直し

【改正の背景・目的】

1. 物価高への対応と実質賃金の向上
物価上昇に負けない持続的な賃上げが求められている

2. 深刻な人手不足への対応
大企業に比べ、人材確保のために「防衛的な賃上げ」を余儀な
くされている中小企業の人手不足感は依然として強い

3. 租税特別措置の重点化

自力で賃上げが可能な大企業の優遇を整理し、支援の必要な
中小企業を中心にリソースを集中させる

改正の背景と目的 今後の対応

改正の内容

適用要件（給与等の増加割合）
※上乗せ措置を加味した
改正後の最大控除率区分 改正前 改正後

大企業 3％以上～ 廃止 ―

中堅
企業

3％以上～ 4％以上～ 30%

中小
企業

1.5％以上～ 1.5％以上～ 35%

Ø 本改正では、「物価上昇に負けない実質賃金の定着」と「中小企業の人手不足解消」を二大柱として、真に支援を必
要とする企業へリソースを集中させる方針が示された

【大企業】 駆け込み実施の検討と設備投資計画の検討
• 制度廃止前の賃上げ等の実施で最大35%の税額控除を確保
• 今後は投資促進による即時償却・税額控除の活用も検討

【中堅企業】 先行賃上げと設備投資計画の検討
• 2027年3月31日迄に開始する各事業年度の適用をもって、廃止
されるため、ベースアップ等の賃金再設計の実施

• くるみん・えるぼし認定による上乗せ優遇措置の活用を検討
• 大企業同様、投資促進による即時償却・税額控除の活用を検討

【中小企業】 人材確保と繰越控除の活用
• 人手不足による防衛的賃上げを考慮し、唯一本制度が継続
• 赤字でも5年間の繰越が可能な為、持続的な賃上げを実施
• くるみん・えるぼし認定による上乗せ優遇の活用も検討

※中小企業：（1）①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人または②資本又は出資を有しない法人のうち
常時使用する従業員数が1,000人以下の法人（2）協同組合等（中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等）
※中堅企業：青色申告書を提出する法人又は個人事業主であり、かつ、法人にあっては適用事業年度終了の時、
個人事業主にあっては適用を受ける年の12月31日において常時使用する従業員数が2,000人以下の法人又は個
人事業主※ただし、その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の従業員数の合計数
が１万人を超えるものを除く
※大企業：（法人）適用事業年度終了の時において、「資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する
従業員数が1,000人以上」又は「常時使用する従業員数が2,000人超」である法人（個人）適用年の12月31日におい
て常時使用する従業員数が2,000人超である個人事業主

※税額控除額：下記①と②のいずれか少ない金額
①（雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）×控除率
②適用年度の法人税額×20%（控除上限）

※企業区分に関わらず、教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止される。
（中小企業向けの廃止時期は税制改正大綱に記載がないため、今後の情報を確認する必要がある）

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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③【法人課税： ↘ 】少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

【改正の背景・目的】

Ø 深刻な物価高騰への対応
物価高による実質的な税負担増を回避し、中小企業の健全
な設備更新を維持・促進する

Ø 投資促進と生産性向上
即時償却が可能な資産の範囲を拡大し、設備投資を後押し
することで、中小企業の労働生産性を向上させる

Ø 賃上げ原資の確保と対象の適正化
常時使用する従業員数の要件を厳格にすることで 、より支援

を必要とする「真の中小規模事業者」へ重点的に施策を集中
させる

改正の背景と目的 今後の対応

改正の内容

改正前 改正後

対象法人
※1 常時使用する従業員500人以下 常時使用する従業員400人以下

適用期限 2026年3月31日までの間に取得 2029年3月31日までの間に取得

対象資産 取得価額が30万円未満 取得価額が40万円未満

適用
限度額※2 取得価額の合計額が300万円に達するまで

Ø 本改正では、「深刻な物価高へ適応するため基準額を拡充する一方で、より支援が必要な中小規模事業者へ対象を
絞り込み、3年の期限猶予を与え、中小企業の体質強化（賃上げ・生産性向上）の実現」を支援する方針が示された

【1.投資基準単価の引き上げ】
• 投資基準単価引き上げに伴い、より高機能な設備導
入に向け、予算策定や設備投資計画をアップデートす
る必要

【2.年間合計「300万円」枠の最適化】
• 年間の損金算入限度額は維持のため、取得・供用時
期を翌期に分散させるなど緻密な投資スケジュールの
管理が求められる

【3.一括償却資産（20万円未満）との併用について】
• 年間の特例適用合計額が300万円を超えるものは、
一括償却資産（3年均等）として処理

• 少額減価償却資産特例は、償却資産税の対象

• 一方、一括償却資産は償却資産税の対象外となるた
め、税負担コストの検討が必要

※適用限度額
1事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち、300万円に達するまでの
金額が対象（事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で割り、これにその事業年度
の月数をかけた金額）

※ 所得税も法人税と同様に、取得価額の引き上げ及び適用期限の延長が行われる
内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



9Copyright © 2022 MIKATA Inc. All Rights Reserved.

免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し

Ø 小規模事業者への配慮として経過措置適用期限を2年間延長。伴って控除可能割合も新たなスケジュールへ変更
Ø 一の免税事業者からの年間課税仕入れに対する経過措置の適用上限額が、10億円→1億円（▲90％） へ引き下げ

④【消費課税：↗】免税事業者からの課税仕入れに関する経過措置見直し

【改正の背景・目的】

Ø 免税事業者からの仕入れ税額控除が、租税回避に利用されて
いる実態を踏まえ段階的な縮減方向

Ø 一方、インボイス制度の影響が大きい小規模事業者への配慮、
「激変緩和」の観点から、期限延長と段階的な縮減が決定

【改正される内容】
① 経過措置延長と控除可能割合の変更
≪経過措置延長≫
改正前：2029年9月末
改正後：2031年9月末
≪控除可能割合≫
70%：2026年10月～
 2028年9月末
50%：2028年10月～
 2030年9月末
30%：2030年10月～
 2031年9月末
② 適用上限額の変更
一の免税事業者からの課税仕入れ額の合計額が年間1億円
(改正前：10億円)を超える場合には、その超過部分の課税仕入
れについて本経過措置の適用を認めない
時期：2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用

改正の概要 仕入れ業者側の対応・ポイント

1. 対象免税事業者とのコミュニケーション
• 段階的に縮減(切り替わる)するタイミングは、取引価格
の見直しや、インボイスの登録を促す交渉ポイントにな
ります。※取引価格交渉はフリーランス新法、取適法（2026年
1月1日より下請法が改正され新たに施行）への抵触に要注意

2. 「上限1億円」への引下げに伴う反映業務
• 特定仕入先の抽出とモニタリング

 －今回の対象となる年間支払額は1億円を超える同一
の免税事業者の特定と、累計額の管理が必要

• 今後の更なる引下げ
 －本経過措置に係る上限額1億円についても取引実態
を踏まえて、今後更なる引下げを検討するとされている

3. スケジュール変更に伴うコスト管理
• 段階的なコスト増加の試算

 －8割→7割→5割→3割と控除できる割合の減少に伴
い、自社の消費税負担が増えるため中長期的な資金・
収支計画への織り込みが必要となる

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ø 物価上昇に合わせ、所謂「年収の壁」が給与所得者にとっては、103万円（2024年）から178万円（2026年）になる

Ø 一方で社会保険の壁は従来通り（106万円・130万円）で引き上げ予定無いが、壁そのものを撤廃する方向にシフト

⑤【個人所得課税：↗】物価連動による基礎控除・給与所得控除の引き上げ

【改正の背景・目的】

ここ2年の平均物価上昇6.0％に連動して、基礎控除と給与所得控
除をそれぞれ引き上げ、「強い経済」の実現を図る
特に665万円までの低～中所得者にとっての減税幅が大きい

【改正される内容】

1. 適用時期
2026年については、年末調整から適用
源泉徴収対応は、2027年1月1日以後

2. 内容

改正前 基礎控除：48万円、給与所得控除：55万円（最大値）
改正後 基礎控除：104万円、給与所得控除：74万円（最大値）

改正の概要 対応・ポイント

① 各年収区分における対応
1.178万円未満
週20時間以上・年収130万円で扶養を外れ社会保険適用
となる為、働く時間を調整か、壁を大きく超えるか検討

2.665万円未満
今回の改正で減税メリットが一番多い
iDeCo・DCやNISA、ふるさと納税等の対策・運用を検討

3.2,000万円未満
年収850万円超で基礎控除メリットが薄れる
iDeCo・DCやNISA、ふるさと納税等の対策・運用を検討

4.2,500万円超
海外不動産、ドクターヘリ、法人化（不動産業）を検討

② 社会保険

• 社会保険における「年収の壁」は依然として106万円・
130万円で残るが、撤廃される見通し※

• 特に役員の場合は、常勤性・報酬の有無・複数社勤務
等により異なる為、MIKATAにご相談ください

※1.賃金要件（月額8.8万円） 最低賃金の引き上げに伴い、
2026年10月撤廃
※2.企業規模要件（50人超） 2035年まで段階的に撤廃

イメージ(基礎控除)

①基礎控除 ：104万円

②給与所得控除：74万円

③控除合計   ：178万円
いわゆる「年収の壁」

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ø 防衛力強化への安定的な財源を確保するという観点から、防衛特別所得税（仮称）が創設される

Ø 一方で家計への配慮の為復興所得税を1%引き下げ

⑥【所得税：入替・延長】防衛特別所得税の創設&復興特別所得税の引下

【改正の背景・目的】

我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面
から安定的な財源を確保する

【改正される内容】

1. 適用時期
2027年1月1日以後適用

2. 納税対象者
個人所得税額に対し、1%の付加税

3. 家計への配慮
復興特別所得税を同時に1%引き下げ
   現状    改正後
【税率】  2.1%   → 1.1%

4. 財源確保の為、課税期間の延長
【課税期間】 2037年迄  → 2047年まで

改正の概要 対応・ポイント

【実質的な対応】

• 短期的には負担増加は無いが、課税期間の延長により、
実質的な税負担は増加することになる

【今後の注目点】

• 防衛特別所得税（仮称）は課税期間が「当分の間」とあ
る為、課税期間が注目点

【参考：各国の防衛費推移】

出展：SIRI軍事支出データベース

アメリカ

中国

ロシア

日本

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ø 増税の対象となる所得のボーダーラインが大幅に下がり（所得が約10億円→約3億円）、これまで対象外だった層も
増税の範囲に含まれることに

Ø 追加の税負担を計算する際の特別控除額3.3億円を1.65億円に引き下げ、税率22.5％を30%に引き上げ

⑦【個人所得課税：↗】極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置見直し

【改正の背景・目的】

• 高所得者層の所得税負担率を是正するため、令和5年度税制
改正において導入

• 税負担の公平性の確保を図る観点から、さらに控除額を引き
下げ、税率を引き上げる

【改正される内容】

1. 適用時期
2027年1月1日以降の所得税について適用

2. 内容
改正前 （基準所得金額－3.3億円）×22.5％－基準所得税額
改正後 （基準所得金額－1.65億円）×30%－基準所得税額

改正の概要 対応・ポイント

①株式譲渡・M&Aのタイミング検討
自社株の売却や多額の有価証券の売却を予定している場
合、改正前後で税負担が大きく変化
→事前に増税額の確認、売却のタイミングの検討が必要
（タイミングが合えば2026年度中売却が有利）

→所得10億円前後の増税インパクトが大きくなる

②所得の分散・平準化

単年度に所得を集中させず、複数年に分散させることで合
計所得を抑える戦略が有効
→株式譲渡と退職金のタイミングをずらす

③法人での株式譲渡を検討
個人の所得が10億円超える場合には、法人税とほぼ近い
水準の税率になるため、法人での株式譲渡も選択肢の一つ
→売却をする前に、組織再編の検討
→不動産M&Aの際の影響の確認も必要

※住民税への影響なし
※ふるさと納税をしても追加増税分は減少せず

増税イメージ
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内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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⑦【個人所得課税：↗】極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置見直し
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内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ø 次世代の資産形成支援の観点から、未成年に対してもNISA口座の開設が可能になる

Ø 長期安定的な投資を支えるとして、つみたて投資枠のみが非課税口座開設の対象となる

⑧【新制度】こどもNISAの創設

【改正の背景・目的】
「貯蓄から投資」の流れの加速、次世代の資産形成支援
の観点から、NISA枠の下限の撤廃が行われる

【改正される内容】
1. 適用時期

2027年1月1日以後

2. 新規対象者
未成年者 0歳～17歳

3. 非課税限度額
年間  ：60万円
最大通算 ：600万円
※18歳以降は自動的に成年の積立投資枠に移行

4. 投資可能銘柄
つみたて投資の対象商品（個別株への投資は不可）

5. 引き出し可能年齢
12歳以降（入学金等特定の用途）

改正の概要 対応・ポイント

【活用のポイント】
1. 長期複利運用の活用による大きなリターン期待
一般的に資金がかかる中高生以降の為に時間を使っ
て複利運用が可能

例：年利5%で10年間運用した場合    
        単位：万円

2. 暦年贈与との併用
非課税枠110万円で贈与した資金をNISA枠で運用する
ことで、効率的に若年世代で資産運用が可能

3. 元本保証ではない
あくまで投資商品であり、元本毀損リスクもある
保険や預金も活用し、ライフプランに適したポートフォリ
オ形成が重要

積立額（月） 1.5万円 3万円 5万円
投資額 180 360 600

投資結果 233 466 776

運用益（非課税） ＋53 ＋106 ＋176

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ø 暗号資産をめぐっては、これまでは最高税率55%（住民税含む）が適用される場合があり、海外への投資家・資本の
流出を招いていた

Ø 投資リスクを軽減し、予見可能性を高めることで、中長期的な投資を促すことを狙いとする

⑨【個人課税：↘】暗号資産の分離課税化

【改正の背景・目的】

暗号資産を「投機的な対象」から、株やFXと同様の「金融商品・投
資対象」として正式に位置づけることで、国民の資産形成を後押し
し、国内市場を活性化させる

【改正される内容】

1. 適用時期
最短で、2027年1月1日以後の取引に適用

2. 課税方式の変更

従来の総合課税（最大約55%）から、他の金融商品と同様の
申告分離課税（一律20.315%）へ移行

改正の概要

売却タイミングの検討

• 大きな含み益がある場合、改正前の総合課税（高税率）で売却
するか、改正後の分離課税（一律20%）まで待つか、有利判定が
重要となる

特定暗号資産の確認

• すべての暗号資産が対象ではなく、「登録業者を通じて取引され
るこれから定められる特定暗号資産」に限られる点に注意が必
要（特に海外取引所や個人間取引の扱いは要確認）特定暗号資
産にはビットコイン、イーサリアムは日本国内のすべての登録交
換業者が取り扱っているため含まれる見込み

損益通算と繰越

• これまでは赤字が出てもその年限りであったものが、今後は「利
益が出た翌年に、前年の赤字をぶつける」といった節税戦略が
可能になる

国外転出時課税（キャピタルフライト）の規制対象となるか

• 対象資産となるか確認が必要となる

対応・ポイント

改正によるイメージ図

【改正後】【改正前】

（所得） （税率） （所得） （税率）

給与所得

事業所得

暗号資産

累進課税
（最大55％）

給与所得

事業所得

暗号資産

累進課税
（最大55％）

一律 20.315％
（所得に関わらず固定）

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ø 近年、不動産の市場価格に対し通達評価額が低く算出され、この乖離を利用した節税事例が増加

Ø 過度な節税対策を抑制し課税の公平化を図るという観点から、貸付用不動産・不動産小口化商品の評価方法が見
直される

⑩【個人課税：↗】貸付用不動産・不動産小口化商品の評価方法見直し

【改正の背景・目的】

貸付用不動産・不動産小口化商品の市場価格と相続税評価額の
乖離の実態を踏まえ、課税の公平性を確保する

【改正される内容】

1. 適用時期

2027年1月1日以後の相続・贈与等に適用

2. 評価方法
①貸付用不動産：時価の8割程度（取得後5年以内）の評価
②不動産小口化商品：通常の取引価額（取得時期に関わら
ない）で評価

改正の概要

①時間軸を意識した対応

• 2026年中は現行制度による評価であり、早期の贈与を検討
※贈与後早期の売却等は要注意

• 今後取得する際は、「5年」を意識した上での投資判断が必要
また建築費の高騰もあり今まで以上に、税効果だけでなく収益性
を加味していく必要がある

②節税対策の意識変化

• 不動産購入後『5年』以内としたのは、節税目的の対策にメスを
入れるという、当局の本気の表れと取るべきであり、小手先の節
税スキームはいたちごっこ式に対策される

• 今後は、『納税額を減らす』ではなく、『早期に資産を渡し、子世
代・孫世代で運用して殖やす』時代へと対策の主流が変化するこ
とが想定される

③法人への影響

• 貸付用不動産：今後、法人についても課税時期前「5年以内」と
是正される可能性がある（現状は「3年以内」）。現行ルールのま
まであれば個人保有より法人保有の方が2年早く評価減が取れ
る可能性がある

• 不動産小口化商品：保有目的が評価損を利用した純資産の圧
縮である場合、当初想定していた効果が得られない可能性大。
保有目的が所謂「株特外し」であるならば、影響は僅少

対応・ポイント

評価方法改正のイメージ図（貸付用不動産）

【改正前】

【改正後】

（取得時）

市場
価格

評価額

市場価格の2～3割程度
まで評価額圧縮

（取得後5年経過時）

市場
価格 評価額

通常の取引価額か
ら8割程度に相当
する金額で評価 市場

価格

評価額

市場価格の2～3割程度
まで評価額圧縮

（現行評価と同様）

～～

～～

「5年」の時間軸を
見据える必要あり

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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【改正の背景・目的】

Ø 特例措置創設(2018年)後、一定程度の事業承継が進展
してきた

Ø 一方、物価高等の不透明な経営環境により、70代以上の
経営者でも後継者育成や承継手続きが完了していない実

態がある

【改正される内容】

Ø 法人版事業承継税制(特例措置)：特例承継計画の提出
期限を2027年9月末まで(1年6ヶ月延長)

概要

【ポイント】

Ø 特例措置の適用期限については今後延長されない前

提で、適用する場合は早めの対応が必要である

Ø 「特例承継計画」を提出していても制度適用の義務は

ないため、利用の検討の度合いに関わらず、「特例承

継計画の提出」を進めるのも一考

なお、提出によるデメリットは無い

Ø 延長期限到来後の事業承継の在り方については、令

和9年度の税制改正において結論が示される見込
過去の税制改正を鑑みると特例措置の延長はないこ

とが想定される

→一般制度が拡充されるか動向に要注目

改正のポイント

Ø 法人版事業承継税制(特例措置)：特例承継計画の提出期限を2027年9月末まで(1年6ヶ月延長)

⑪【資産課税：延長】事業承継税制 特例承継計画の提出期限延長

改正内容 改正前 改正後

法人版
(特例措置)

特例承継計画
提出期限

2026年3月31日 2027年9月30日

適用期限 2027年12月31日 改正なし

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめ
たものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本

資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専
門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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留意事項

本資料は自由民主党・日本維新の会が決定した「令和8年度税制改正大綱」及び
その他各省庁が公表している資料等に基づき作成しております。

本資料は情報提供を目的として、一般的な法律・税務上の取り扱いを記載してお

ります。

また、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等に

おいて本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますので、

ご留意ください。

ミカタグループは、本資料の作成および管理には万全の配慮をしておりますが、そ

の内容に関する正確性および完全性について保証せず、また責任を負いません。



経営と、人生の、味方になる。


